
全国電商連発第 24-20号 

令和７年１月９日 

 

都道府県電機(器)商業(工)組合 理事長  様 

 事務局長 様 

 

全国電機商業組合連合会 

会   長  峯 田 季 志 

担当副会長  伊 藤   茂     

担当本部長   山 科   実                 

                                                               (公印省略) 

  団体災害補償制度のご案内 
 

 掲題につきまして、「傷害（ケガ）の補償」「休業（ケガ・病気）の補償」を目的とし

ました「団体災害補償制度」ご案内のパンフレットをお送りさせて頂きました。 

 ご査収の上、加入促進についてご協力下さいますようよろしくお願いいたします。 

 なお、この制度の引受損害保険会社は「あいおいニッセイ同和損害保険株式会社」です。 

お手続きは、組合員様が「予約申込書」を商組事務局様に FAX頂きましたものを全国電

商連宛に(FAX)お送り下さい。その後の加入のお手続きは、組合員様と全国電商連との間

で行われますので、お手数をお掛けすることはございません。 

 何卒ご協力をお願い申し上げます。 

 

＜お手続きのお願い＞ 

① 商組事務局様に FAXされる組合員様からの「予約申込書」は、そのまま全国電

商連宛に FAXにてお送り下さい。 

② その後のお手続きの流れ 

 全国電商連から、組合員様に直接正規の加入のお手続きを行うための「加入申込 

書」等をご郵送いたします。 

 

 ＜ご留意頂きます点＞ 

  ◇この制度のご加入は年に 1回の 3月 1日のみとなっております。 

  ◇特定感染症補償ありのプランもございます。 

   ※新型コロナウイルス感染症は、2023年 5月 8日以降「五類感染症」に変更された為、補 

償対象外となります。 

 

 ＜組合員様にお知らせをお願いします点＞ 

① 加入者証は全国電商連からご郵送いたします。 

② 予約申込書の締切日は、2025年１月 20日（月）までとなっております。 

③ 保険料は「ご本人様ご指定の金融機関」より自動引き落としされます。 

（2025年 4月 28日(月)を予定しております。） 

  ※全国電商連・団体災害補償制度のご案内 パンフレット・・・・・・20部 

※団体災害補償制度チラシ（今年度はデータのみのご配布となります。） 

以上 


